
「外貨建・エブリバディプラス」の商品概要 

正式名称：５年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険（指定通貨建） 

 

 

 

１ 死亡保険金額は契約日から５年経過後に増加します 

死亡保険金額は契約日から５年経過後（第２保険期間開始日）に増加します。 

また、予定利率計算基準日（契約日から１０年経過後等）における予定利率が最低保証予定利率 

（0.5％）を上回る場合は、さらに「死亡保険金額」が増加します。 

なお、新契約時に適用する予定利率は月２回（毎月１日・１６日）設定します。 

 

２ 積立金は指定通貨建で着実に増加します 

積立金は指定通貨建で期間の経過とともに増加します。 

また、積立金算出の基準となる予定利率は、契約日から１０年間保証されます。 

※ご契約時にご契約の締結に必要な費用が差し引かれますので、積立金は一定期間基本保険金額を下回り 

ます。 

※一時払保険料や積立金が予定利率でそのまま複利運用されるものではありません。 

 

３ 外貨での運用成果を円で自動的に確保できます 

外貨での運用成果が、解約返戻金に反映され、指定通貨または円で受取ることができます。ま 

た、判定基準金額に対する解約返戻金額の円換算額の割合が、あらかじめ指定した目標値へ到 

達した場合、自動的に円建終身保険に移行します。（契約日の 1年経過以降） 

※目標値の水準や加入後の為替レートの変動および市場金利の情勢によっては、保険期間を通じて目標値に 

到達しないことがあります。 

 

４ 医師等による診査や健康状態の告知は不要です 

職業告知のみでご加入いただけます。 

 

５ ご加入後も充実のアフターフォロー 

ご契約者専用ＷＥＢサイト「ＭＹほけんページ」にご登録いただくことで、ご契約内容の照会 

や一部お手続き、書類の請求ができます。コミュニケーションセンターでは、当社所定の為替 

レートの照会や各種お手続きを受け付けます。 

 

 

 

 

 

１．特徴 



 

 

（１）しくみ図（被保険者の契約年齢 75歳以下の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保障内容（注 1） 

種類 支払事由 支払金額（注 3） 受取人 

災害死亡保険金 

（第 1 保険期間 （ 注 2） 

被保険者が第１保険期間中に不

慮の事故により、その事故の日

から180日以内に死亡したとき 

次のいずれか大きい金額 

・基本保険金額に基づき計算

される金額（注4） 

・被保険者が死亡した日の返

戻金額 

死亡 

保険金

受取人 

被保険者が、第１保険期間中に

特定感染症により死亡したとき 

死亡給付金 

（第１保険期間（注 2）） 

被保険者が第１保険期間中に死

亡した場合で、かつ、災害死亡保

険金が支払われないとき 

次のいずれか大きい金額 

・基本保険金額 

・被保険者が死亡した日の積

立金相当額 

・被保険者が死亡した日の返

戻金額 

死亡保険金 

（第２保険期間（注 2）） 

被保険者が第２保険期間中に死

亡したとき 

次のいずれか大きい金額 

・基本保険金額に基づき計算

される金額（注4）（注5） 

・被保険者が死亡した日の返

戻金額 

（注 1） 高度障害状態の保障はありません 

（注 2） 「第１保険期間」は、契約日から起算した５年間。「第２保険期間」は、第１保険期間の満了日の翌

日から終身 

（注 3） お申し出により、円で受け取ることもできます 

（注 4） 指定通貨、契約日における予定利率、被保険者の年齢および性別に応じて決まります 

（注 5） 予定利率計算基準日における予定利率が最低保証予定利率を上回っている場合は増加します。予定

利率計算基準日とは、契約日から 10 年ごとの年単位の契約応当日をいいます（被保険者の契約年

齢が 76歳から 85歳の場合、10年後のみ） 

 

 

基
本
保
険
金
額 

 

災害死亡 
保険金 

 

死亡 
給付金 

解
約
返
戻
金
額
の
円
換
算
額 

目標値を指定 目標値に到達 
（円建終身保険へ移行） 

積立金 解約返戻金 

第 2 保険期間 

（終身） 

第 1 保険期間 

（5年間） 

契約日 予定利率計算基準日 

（契約から 10 年後） 

予定利率計算基準日 

（契約から 20 年後） 

予定利率が最低保証予定利率を 

上回った場合に増加する死亡保険金 
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（１）指定通貨 

米ドル、豪ドル 

 

（２）契約年齢範囲（注 6） 

契約者 20～85歳（満年齢） 

被保険者 20～85歳（満年齢） 

（注 6）市場金利情勢によっては、お取扱いしない年齢・性別があります 

 

（３）保険期間 

終身 

 

（４）保険料払込方法 

一時払のみ 

 

（５）一時払保険料の範囲と単位 

一時払保険料は指定通貨、または円でお払い込みいただけます 

 最低一時払保険料 最高一時払保険料 単位 

 指定通貨で 

入金する場合 
1万通貨単位 3億円相当額 1,000通貨単位 

円で入金する場合 100万円 3億円 10万円 

 

（６）円建終身保険移行特則の目標値 

ア．目標値の指定 

目標値は、判定基準金額（注 7）に対する解約返戻金額の円換算額の割合をいい、以下より指

定できます（目標値は移行日の前日まで指定・変更することができます） 

 ・105%、110%～200%（10%単位） 

イ．目標値への到達状況の判定 

契約日から１年後の契約応当日以後、毎営業日に当社が判定し、目標値に達した場合、そ

の到達した日の翌日（移行日）に自動的に円建終身保険へ移行します 

（注 7）一時払保険料を、受領日における当社所定の為替レートで円換算した金額（円で払い込まれた場合

は一時払保険料）です 

 

 

 

（１）為替リスク 

この商品は外貨建保険のため為替リスクがあります。 

例えば、ご契約後の為替レートの変動により、死亡保険金や返戻金等をお支払いする際の当社

所定の為替レートにより円換算した金額が、ご契約時の当社所定の為替レートにより円換算し

た一時払保険料（円で払い込まれた場合は、円で入金した金額）や死亡保険金額等を下回り、

損失が生じる場合がありますので、ご注意ください。 

３．主な取扱い 

４．主なリスクについて 



 

（２）金利リスク 

この商品は市場金利の変動によるリスクがあります。 

解約・減額時には、市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させる

「市場価格調整」を行なうため、返戻金額が基本保険金額を下回り、損失が生じる場合があり

ますので、ご注意ください。 

 

 

 

契約初期費用 

（ご契約時） 

ご契約の締結に必要な費用として、基本保険金額に対して、以下の契約初期費用率を乗じ

た額を、契約時に控除します。 

契約初期費用率：3.8％ 

保険契約 

関係費 

・ご契約後、円建終身保険移行前は以下の費用を積立金から毎年控除します。 

ご契約の維持・管理にかかる費用 
被保険者の契約年齢および性別、ご契約後の 

経過期間等によって異なります。 
予定利率を最低保証するための費用 

および保険金等にかかる費用 

 

・円建終身保険移行後は、ご契約の維持、管理等に必要な費用を、積立金から毎年控除 

します。 

ご契約の維持・管理にかかる費用 
被保険者の契約年齢および性別、ご契約後の

経過期間等によって異なります。 
 

外貨の取り扱い

にかかる費用 

円入金特約・円支払特約を付加・適用する場合、および円建終身保険移行特則により円建

終身保険に移行する場合は、以下の明治安田生命所定の為替レートを適用します。 

この為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料はお客さまのご負担となり

ます。 

円入金特約における為替レート TTM＋50銭 

円支払特約における為替レート 
TTM－50銭 

円建終身保険に移行する際の為替レート 

※TTMは、明治安田生命所定の金融機関が公示する値になります。 

 

一時払保険料を指定通貨でお払い込みいただく場合や、死亡保険金や解約返戻金等を指定

通貨でお受け取りいただく場合は、送金手数料または口座引出手数料等の手数料が別途必

要となる場合があります（取扱金融機関によって異なります）。当該手数料はお客さまのご 

負担となります。 

 

 

解約控除 ありません 

 

このニュースリリースは商品の概要を説明したものであり、保険募集を目的としたものではありません。ご検討にあたっては、商品

発売以降、商品パンフレット等でご確認ください。 

５．費用について 


